
ミッション

コンピュータソフトウェアに関する国内外の法的保護・権利活用に関する
調査研究および意見提言

調査研究テーマ

最近の主なテーマ

 

・ソフトウェア関連発明の成立性・進歩性の審査事例・判例の分析
・ソフトウェア関連発明の実務者マニュアル第１版の発行
・中国におけるソフトウェアの特許保護・著作権保護の調査分析
・ＯＳＳライセンス、ソフトウェア関連契約における実務留意点の分析
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中長期テーマ

 

★ソフトウェア関連発明の実務者マニュアル第２版の発行
★ソフトウェア取引契約の知的財産の取り扱いに関する調査・研究
★ソフトウェア関連発明の実施実体に即した権利保護の在り方の提言

２００８年度のテーマ
◆メタバース（仮想世界）における知的財産の取扱いの調査分析
◆ソフトウェア契約における知的財産に関連した実務課題
◆ソフトウェア関連発明の実務者マニュアル第２版の発行
◆Ｈ１４改正法間接侵害規定の実効性の調査分析
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メタバースで創作・取引されるソフトウェアやコンテンツ

 

その知的財産権の取扱い、取引上の問題点の調査・分析

 

メタバースで創作・取引されるソフトウェアやコンテンツ

 

その知的財産権の取扱い、取引上の問題点の調査・分析

【メタバースって、なに？】
ネットワーク上にコンピュータが作り出した三次元の仮想空間のこと。利用者はアバターと

 

いう自分の分身を介してメタバース内で交流したり、商業活動したりすることができます。

◆本年度のテーマ
各種のメタバース・サービスの利用規約の調査
メタバースで実際に起こっている問題の抽出、分析 etc.

新委員 歓迎

コミュニティで発明を完成させた

 

けど・・・さてどうする？

メタバース内で模倣され
てるらしいけど・・・？

メタバースで創ったものが
現実に某国で売られてる？

私の権利はどう保護されるの？
っていうか、私って誰？



『ソフトウェア契約における知的財産に関連した実務課題』

 

契約担当者に気付き、着眼点を与える資料集の編纂・発行

 

『ソフトウェア契約における知的財産に関連した実務課題』

 

契約担当者に気付き、着眼点を与える資料集の編纂・発行

【今後の予定】

 

ただいま編纂中！

 

２００２００９９年年中に中に『『知財管理知財管理』』誌に投稿・発表予定誌に投稿・発表予定

取引契約につい

 

て相手の雛形が

 

提示された・・・
これって良いの？

呑んだら将来不利益

 

無いの？

営業が仕事を受注

 

してきたけど・・・
対価はもう決まっ

 

ているの？

他の企業って同じ問題を抱えていないの？

 

どう対処しているのだろう？

皆が抱えている、皆も陥りやすいソフトウェア契約における諸問題を皆が抱えている、皆も陥りやすいソフトウェア契約における諸問題を

 

実務に即して整理して、参考用の資料集として提供しよう！実務に即して整理して、参考用の資料集として提供しよう！

【アプローチ】

ソフトウェア注力企業の知恵
経験
取引における立場
ポリシー
ソフトウェア取引特有の問題
法律上の問題
参考情報（指針等）

実務において論点・争点となる“キモキモ”を

 

ソフトウェア注力企業を対象に実態調査

資料集資料集

【実態調査結果】

経産省のモデル契約書、知的財産利用に関する独禁法上の指針、優越的地位
の濫用に関する独禁法上の指針はよく参照されている。
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e. その他のガイドライン等

d. 役務の委託取引における優越的地位の
濫用に関する独占禁止法上の指針

c. 知的財産の利用に関する
独占禁止法上の指針

b. 情報システムに係る政府調達の
基本方針・実務手引書（総務省）

a. 情報システム・モデル
取引・契約書（経済産業省）

ある

ない

労働者派遣法関連のガイドライン
共同研究開発に関する独占禁止法上の指針
営業秘密管理指針
JISA情報サービス取引ガイドライン，モデル契約等
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契約の目的

開発委託契約：委託者の場合、注力するか?

瑕疵担保責任、守秘義務、特許権等&ノウハウの帰属、著作権の帰属、納入物
の再利用、第三者知財権保証、損害賠償に注力している。
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開発委託契約：委託者の場合、争点になるか?

瑕疵担保責任、特許権等&ノウハウの帰属、著作権の帰属、納入物の再利用、

第三者知財権保証、損害賠償が争点になっている。

論点・争点、参考にしているガイドラインは

 

特定のものに集中

瑕疵担保責任、守秘義務、

 

特許&ノウハウの帰属、著

 

作権の帰属、納入物の再

 

利用、第三者知財権保証、

 

損害賠償に争点項目や注

 

力項目が集中

経産省のモデル契約書、

 

知的財産利用に関する独

 

禁法上の指針、優越的地

 

位の濫用に関する独禁法

 

上の指針はよく参照されて

 

いる。

基本コンセプト

実態調査結果を踏まえて

ソフトウェア取引契約交渉において、立場の違いにより争いになり易い点や問題点を、

実例を踏まえて紹介

問題になりやすい点に関して、よく利用されているガイドラインの内容も踏まえつつ、

実務に落とし込んで対応策を紹介



「役に立つ！ソフトウェア関連発明実務者マニュアル

-第２版-」

「役に立つ！ソフトウェア関連発明実務者マニュアル

-第２版-」

そんな悩み、実務者マニュアルが解決します。

【今後の予定】

 

ただいま資料集として発刊準備中！

 

２００２００９９年年４４月月

 

発刊発刊予定予定

〔マニュアルのコンセプト（イメージ）〕

2007年度、2008年度テーマ

 

「ソフトウェア関連発明の実務者マニュアルの改訂」

OSSと特許はどのよ

 

うに関連してるの？
外国で権利化する

 

ために出願書類は

 

どうすれば？

【改定第２版の基本コンセプト】
第1版で解説したソフトウェア関連発明の国内権利化までの解説に加えて、外国

で権利化したい場合に、各国毎の最新の情報を反映したソフトウェア関連発明の出願・
権利化の留意点等を解説。
[第１版のコンセプト]

・ソフトウェア関連発明を扱う初級・中級の知財担当者向けのガイド
・企業に有効な特許権取得の為のガイド
・わかりやすく、使いやすいガイド

主要改訂内容
★主要各国（米国、欧州、中国）におけるソフトウェア関連発明の保護状況及び

出願書類作成の留意点について解説
★オープンソースソフトウェア（OSS)について解説

 

etc

改訂版でも踏襲

CoffeeBreak

実務に役立つコーヒーブレイク（コラム）も満載！
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特許法・事例
審査基準など
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許
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取
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ＯＳＳとの関係

外国出願

外国の保護状況

・主要国（米、中、欧、そ

 

の他）でのソフトウェア
関連発明の保護状況

・出願時の留意点

[マニュアル第２版のコンセプト（ｲﾒｰｼﾞ）]

外国での権利取得の章では、各国別に
★ソフトウェア発明の保護（保護対象、審査基準）
★クレーム作成上の留意点
★明細書作成上の留意点

の項目を設けて解説！
この１冊で主要国でのソフトウェア関連発明の保護状況が一目瞭然！！


